
０００円」を「４，６５０，０００円」に改め、同表９の項中「４１０，００

０円」を「４３０，０００円」に、「９２０，０００円」を「９６０，０００

円」に、「１，１６０，０００円」を「１，２１０，０００円」に、「２，８

３０，０００円」を「２，９５０，０００円」に、「３，４７０，０００円」

を「３，６２０，０００円」に、「４，０００，０００円」を「４，１７０，

０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から

適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、製造所等の設

置の許可の申請等に係る手数料の額を改定するため、この条例を制定するもの

である。  

議案第１５号 

 

   川崎市消防団給与条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 川崎市消防団給与条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２６年 ２ 月１８日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市消防団給与条例の一部を改正する条例 

川崎市消防団給与条例（昭和２３年川崎市条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第２項中「防除」の次に「又は訓練」を加える。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う訓練から適用し、

同日前に行った訓練については、なお従前の例による。 

 

 

平成２６年 ２ 月１８日提出

        川崎市長  福　田　紀　彦



参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

費用弁償の加給の対象に訓練に従事した場合を加えるため、この条例を制定

するものである。 




